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本運用基準の施行に当たって、必要な細目は、別に定めるものとする。 
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東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準 評価容積率（最高限度・用途の設定割合）早見表 
  

 

 

 

都市構造上の位置付け 

 

 

 

 

評価容積率のメニュー 

 

評価容積率全体の最高限度 

 

評価容積率部分（あるいは、延べ床面積全体）に対する用途規制 

 

空地による 

評価容積率

の最高限度 

 

住宅による

評価容積率

の最高限度

コミュニティ

施設、福祉施

設、歴史的建造

物、街並み形成

などによる 

評価容積率の

最高限度 

 

 

 

【一般型】 

 

 

 

【都 心 居 住 推 進 型】

 

 

 

事務所用途規制など 

 

育成用途の設定割合 

 

【一般型】 

 

【都心居住推進型】 
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ア 都心（更新都心、再編都心）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限度なし 

 

 

対象なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限度なし 

 

３００％ 

かつ 

見直し相当容積率

×０．７５倍 

 

 

対象なし 

※３ 

 評価容積率の１／２以上を、

育成用途とする。 

 

イ 副都心 

（業務商業市街地ゾーン）、 

新拠点 

（業務商業市街地ゾーン） 

評価容積率の 

２００％を超える部分は、 

育成用途とする。 

複  合 

市 街 地

ゾ ー ン 

ウ 副都心、 

新拠点、、 

都心周辺部 

 

 

 

 

 

限度なし 

２００％ 

かつ 

見直し相当容積率

×０．５倍 

建築物の延べ面積

のうち、２／３ 

以上を住宅とする

場合 

５００％ 

かつ 

見直し相当容積率

×１．０倍 

 

※２ 

 【住宅複合型】 

評価容積率の１／２以上を、

育成用途とする。 

「都心居住推進型」は、

育成用途の設置を必要

としない。 

 

エ 一般拠点地区 

 

 

２５０％ 

かつ 

見直し相当容積率

×０．５倍 

評価容積率の 

２００％を超える部分は、 

育成用途とする。 

※２の場合は、一般型同

様の育成用途を設置し

なければならない。 

  【住宅複合型】 

 

オ 職住近接ゾーン 

２００％ 

かつ 

見直し相当容積率

×０．５倍 

原則として、事務所の

用途に供する部分は、

見直し相当容積率の

範囲内とする。※１ 
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地 区 

 

カ 核都市 

 （業務商業市街地地区） 

 

 

 

 

限度なし 

３００％ 

かつ 

見直し相当容積率

×０．７５倍 

 

 

 

 

対象なし 

 評価容積率の 

２００％を超える部分は、 

育成用途とする。 

 

 

キ 一般拠点地区 

 

 

２５０％ 

かつ 

見直し相当容積率

×０．５倍 

 

 

ク その他の地域 

２００％ 

かつ 

見直し相当容積率

×０．５倍 

見直し相当用途地域

が住居系の場合、第一

種中高層住居専用地

域の用途に制限する。

  

※１ 下記に掲げる場合は、基準容積率の範囲を超えて、事務所の用途に供することができる。                ※３ 下記に掲げる場合は、住宅の確保による評価容積率を設定出来る。 
   （ア）事務所を導入することについて、基本計画等で都市計画上の位置づけがある地域                    （ア）住宅を導入することについて、基本計画等で都市計画上の位置づけがある地域 
   （イ）周辺市街地との土地利用上の一体性を確保することが可能で、特に支障がない地域                   （イ）周辺市街地との土地利用上の一体性を確保することが可能で、特に支障がない地域  
※２ 建築物の延べ面積のうち、住宅用途の設定割合が２／３未満であるが、育成用途の設定割合が、【一般型】の条件を 
   満たしている上、その最高限度を超えた部分を住宅用途ととし、超えた部分の２倍以上の住宅用途を、計画容積 
   率の中で設定する場合は、４００％かつ見直し相当容積率×０．７５倍とする。⇒【住宅複合型】 
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